
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
  
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

� 特定事業者等へ報告を求める措置の創設                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Ｑ：今年度の税制改正で、特定事業者等へ

報告を求める措置が創設されたそうですが、

どのような内容なのですか？                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ａ：次のような内容です。 

【解説】  

平成31年度の税制改正では、特定事業者等

へ報告を求める措置が創設されました。これ

は、課税庁が事業者に対して、一定以上の取引

金額のある個人や法人の取引情報の提供を義

務付けるもので、令和２年１月１日以後から

適用されることとなっています。 

内容は、所轄国税局長が、特定取引の相手

方となり、又は特定取引の場を提供する事業

者又は官公署(特定事業者等)に、特定取引者

の氏名又は名称、住所やマイナンバー等につ

き、特定取引者の範囲を定め、60日を超えない

範囲内においてその準備に通常要する日数を

勘案して定める日までに、報告することを求

めることができるとするものです。報告を求

めることができるケースは、次の３つです。 

①特定取引者が行う特定取引のうち、国税に

関する過去の調査において、課税標準が1,000

万円を超える者のうち、過半数の者について

更正決定等をすべきと認められている場合 

②特定取引者が行う特定取引に係る物品又は

役務を用いることにより脱税を引き起こさせ

ると推測される場合 

③特定取引者が行う特定取引の態様が通常の

場合にはとられない不合理な場合で、その取

引によって脱税を生じさせることが推測され

る場合 
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